№１
（表）
亀岡市小規模修繕工事希望者登録申請書
年　　月　　日
（宛先）亀岡市長　

　亀岡市が発注する小規模修繕工事について、工事希望者として登録を申請します。
	住所（所在地）
	〒
亀岡市

	フリガナ
商号又は名称
	
	※申請者印

	
	
	



　　　　　㊞

	フリガナ
代表者職・氏名
	
	

	
	
	

	電話番号
	
	ＦＡＸ番号
	
	


備考
　※　法人の場合は、代表者印を使用してください。
　※　個人事業主の場合は、認印でも差し支えありませんが、ゴム等の変形しやすい材質のものは避けてください。
　※　申請者印は、今後亀岡市からの受注における見積書、請書及び請求書等、全てに同じ印鑑を使用してください。

希望業種（３業種以内。裏面の「工事の種類」から選択してください。）
	希望順位
	業種番号
	登録希望工事業種
(受注希望順に具体的に記入すること)
	許可、免許等が必要な業種は
その種類・名称等

	１
	
	・種類[                         ]
・例示
	

	２
	
	・種類[                         ]
・例示
	

	３
	
	・種類[                         ]
・例示
	



　１　「亀岡市小規模修繕工事希望者登録申請の手引き」に記載の書類を提示し、又は添付してください。
　２　希望業種の修繕の履行に際して、資格又は免許が必要な業種は、それらを受けている場合のみ登録できますので、その種類、名称等を記入し、そのことを証明する書類の写しを添付してください。
　３　資格又は免許を必要としない業種であっても、持っている資格又は免許があれば、そのことを証明する書類の写しを添付してください。
（裏)
登録できる業種
	番号
	工事の種類
	工事の例示

	１
	土木一式工事
	道路（側溝等）・下水（マンホール等）・水路（護岸等）の修繕工事等

	２
	建築一式工事
	建物等の修繕工事

	３
	大工工事
	大工工事、型枠工事、造作工事等

	４
	左官工事
	左官工事、モルタル工事等

	５
	とび・土工・コンクリート工事
	とび工事、足場仮設工事、工作物解体工事、土工事、コンクリート工事、ネットフェンス工事等

	６
	石工事
	石積み工事等

	７
	屋根工事
	屋根ふき工事等

	８
	電気工事
	送配電設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事等

	９
	管工事
	空調設備工事、給配水・給湯設備工事、暖房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、ガス管配管工事、ダクト工事等

	１０
	タイル・れんが・ブロック工事
	コンクリートブロック積み工事、れんが積み工事、タイル張り工事等

	１１
	鋼構造物工事
	鉄骨工事、石油・ガス等の貯蔵タンク設置工事等

	１２
	鉄筋工事
	鉄筋加工組立工事

	１３
	ほ装工事
	アスファルトほ装修繕工事、砂・砂利ほ装工事等

	１４
	板金工事
	板金加工取付け工事等

	１５
	ガラス工事
	ガラス加工取付け工事等

	１６
	塗装工事
	塗装工事、吹付け工事等

	１７
	防水工事
	アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、シート防水工事等

	１８
	内装仕上工事
	天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、カーテン・ブラインド工事

	１９
	機械器具設置工事
	各施設機械器具設備工事等

	２０
	造園工事
	植栽工事、公園設備工事、園路工事等

	２１
	建具工事
	サッシ工事、シャッター工事、金属製・木製建具工事等

	２２
	消防設備工事
	火災報知機設備工事等

	２３
	その他
	上記にあてはまらない工事


※　登録できる業種は、原則自ら履行することができる3業種までとする。
	確認欄　（契約検査課記載）
運転免許証番号
	確認者



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　


№２

誓約書兼同意書


令和　　　年　　　月　　　日


（宛先）亀岡市長

	住　　　　所

	申請者　商号 (ふ)又 (り)は (が)名称 (な)

	役　 職　 名

	代表者 (ふりが)氏名 (な　)                              　   ㊞




１　私は、亀岡市小規模修繕工事希望者登録申請にあたり、「亀岡市小規模修繕工事希望者登録制度実施要綱」第３条各号に定める登録資格を有しない者に該当しないことを誓約するとともに、その資格確認のため京都府亀岡警察署長に照会することについて同意します。

２　同条各号に定める登録資格を有しない者に該当することとなった場合には速やかに届け出るとともに、登録を取り消されても何ら異存ないことを誓約します。

３　亀岡市が発注する公共工事の請負業者に対して、当事業所の登録情報を提供することについて、次のとおりです。
　　　（１）　同意する　　　　　　　　　　　（２）同意しない



[bookmark: _GoBack]
　№３

（小規模修繕工事希望者登録用）

亀岡市税納付状況調査承諾書




　私は、亀岡市総務部契約検査課長が、小規模修繕工事希望者登録制度のため私の納税状況を調査することを承諾します。
なお、調査に当たり滞納が判明した場合、申込み期日までに納付いたします。
納付できない場合は、申込みを取り消されても異議を申し立てません。



　（宛先）亀岡市長



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日





　　　　　　住　　所
　　　　　　商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　代表者氏名

　　　　　電話番号






	
受　付　票
　　　フ　リ　ガ　ナ
商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　御中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亀　岡　市
令和８・９年度亀岡市小規模修繕工事希望者登録制度申請書の提出について下記のとおり受付けたことを証します。
記
受　　付　　印
	









　　　　
	お問い合わせ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　　〒621-8501　亀岡市安町野々神８番地
	
	
	
	
	
	
	

	　　亀岡市総務部契約検査課（市役所３階）
	
	
	
	
	
	

	　　電話番号
	0771-22-3131(代表) 　／　
0771-25-5009(直通)

	　　E-mail   sikkou-kanri@city.kameoka.lg.jp
	
	
	
	
	
	



	№４
受　付　票
　　　フ　リ　ガ　ナ
商号又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　御中

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　亀　岡　市
令和８・９年度亀岡市小規模修繕工事希望者登録制度申請書の提出について下記のとおり受付けたことを証します。
記
受　　付　　印
	









　　　　
	お問い合わせ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	　　〒621-8501　亀岡市安町野々神８番地
	
	
	
	
	
	
	

	　　亀岡市総務部契約検査課（市役所３階）
	
	
	
	
	
	

	　　電話番号
	0771-22-3131(代表) 　／　
0771-25-5009(直通)

	E-mail  sikkou-kanri@city.kameoka.lg.jp
	
	
	
	
	
	








亀岡市小規模修繕工事希望者登録変更・廃止届

年　　月　　日

（宛先）亀岡市長


　亀岡市の発注する小規模修繕工事について、工事希望者としての登録の変更・廃止を届け出ます。

	住所（所在地）
	〒
亀岡市

	フリガナ
商号又は名称
	
	※使用印

	
	
	



　　　　　㊞

	フリガナ
代表者職・氏名
	
	

	
	
	

	電話番号
	
	ＦＡＸ番号
	
	


備考　使用印は、申請書に使用したものを押してください。

◎変更内容（登録の変更の場合のみ記入してください。）
	変更項目
	変更前
	変更後
	変更年月日
	備考

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


確認書類
　１　法人が本社所在地、代表者氏名等を変更した場合　登記事項証明書
　２　個人事業主が住所を変更した場合　運転免許証等登録番号
（契約検査課記載）








